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備　考奨励金等の金額要　件　等申　請　日基　準　日

奨励金等の
種　　　類

次年度以降
についても
２月に申請
書を提出

交付対象物件に係る固定資
産税相当額（年税額）の２
分の１（増改築にあっては、
増改築部分の固定資産税相
当額）で３年間交付し、１
カ年度１０万円以内

規則に定める専用又は併用住宅及び
住宅用地であること

取得した住宅等
の最初の課税年
度の２月中

平成１６年４
月１日以降、
住宅等を取得
した日

住宅奨励金

次年度以降
についても
２月又は満
了月に申請
書提出

４万円を超える家賃額で、
月額１万円以内。
交付は３年間

市内に所在する賃貸住宅（賃家を含
む、ただし公営住宅を除く）に入居
し、月額４万円を超える家賃を支
払っていること

入居の日以降、
その日の属する
年度の２月中
※中途退去の場
合には退去時

平成１６年４
月１日以降、
入居の日

家 賃 対 策
補 助 金

５万円
市内に居住し、夫婦いずれか一方が
年齢要件を満たしていること

届出の日以降、
その日の属する
年度内

平成１６年４
月１日以降、
届出の日

結婚祝い金

第３子以降１子ごとに１０
万円

市内に３年以上居住し、第３子の出
産日に１８歳未満の子を２人以上養
育し、夫婦いずれか一方が年齢要件
を満たしていること

出産の日以降、
その日の属する
年度内

平成１６年４
月１日以降、
出産の日

出産祝い金

１０万円
①卒業後１年以内に事業所に就労
②３年以上居住かつ就労

就労から３年経
過した日以降、
その日の属する
年度内

平成１６年４
月１日以降、
事業所に就労
した日

就業奨励金

①単身者　１０万円
②世帯者　２０万円

転入後新規就労し、転入後３年以上
居住する者
ただし本支店間の異動による就労者
は除く

転入の日から３
年経過した日以
降、その日の属
する年度内

平成１６年４
月１日以降、
転入した日

若 者
U・I ターン
奨 励 金

基
本
的
な
支
給
要
件

り
ま
す
。

②
就
労
先
が
商
工
会
、観
光
協
会
、

森
林
組
合
、社
会
福
祉
協
議
会
は

交
付
対
象
団
体
と
な
り
ま
す
。

〜
四
月
一
日
か
ら　

各
種
奨
励
金
を
実
施
〜

が
始
ま
り
ま
し
た

　

平
成
十
六
年
四
月
一
日
に
養
父
市
が
発
足
し
、
養
父
市
若
者
定
住

促
進
条
例
が
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
条
例
は
、
養
父
市
の
若
者
の
定
住
促
進
を
図
る
こ
と
に
よ
っ

て
活
力
あ
る
市
の
担
い
手
を
育
成
し
、
活
気
に
満
ち
あ
ふ
れ
た
地
域

社
会
を
築
く
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
置
さ
れ
た
も
の
で
す
。

①
平
成
十
六
年
四
月
一
日
以
降
で
、

養
父
市
内
に
居
住
す
る
住
民
基
本

台
帳（
外
国
人
登
録
原
票
を
含
む
）

に
登
録
さ
れ
て
い
る
満
十
六
歳
以

上
四
十
歳
未
満
の
方

②
市
税
、使
用
料
等
を
完
納
し
て

い
る
こ
と

　

次
の
方
は
、養
父
市
若
者
定
住

促
進
条
例
の
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

①
地
方
公
共
団
体
等
官
公
署
に
勤

務
す
る
方
で
定
年
適
用
を
受
け
る

方（
国
、県
、市
町
の
各
機
関
、公
立

学
校
、公
立
病
院
に
勤
務
す
る
職

員
は
交
付
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
）

※
こ
れ
ら
に
勤
務
す
る
臨
時
職
員
、

パ
ー
ト
職
員
は
交
付
対
象
者
と
な

■
交
付
対
象
に
な
ら
な
い
方

　

養
父
市
若
者
定
住
促
進
条
例

及
び
平
成
十
五
年
度
ま
で
の
旧

四
町
の
若
者
定
住
促
進
制
度
に

関
す
る
申
請
・
お
問
い
合
わ
せ
先

は
次
の
と
お
り
で
す
。

　

養
父
市
役
所
企
画
政
策
課

　
　
（
℡
六
六
二
‐
七
六
○
二
）

　

養
父
地
域
局
振
興
課

　
　
（
℡
六
六
四
‐
○
二
八
一
）

　

大
屋
地
域
局
振
興
課

　
　
（
℡
六
六
九
‐
○
一
二
○
）

　

関
宮
地
域
局
振
興
課

　
　
（
℡
六
六
七
‐
三
五
○
○
）

若者定住促進条例の奨励金一覧

■
お
問
い
合
わ
せ
先




